
子ども・子育て支援情報公表システム
「ここｄｅサーチ」について

○令和８年度分の報告・公表について
・本システムの情報は、毎年度更新することとなっている
・令和８年度分については、５月以降、県、中核市、各施設あて登録情報の更新に関す
るメールがシステムから配信されるので、施設等の登録情報の更新を行う。

〇「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設

・こども・子育て支援法第58条第2項により経営情報等の報告が義務化された。
・特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、毎事業年度終了後5か月
以内に当該報告を行う必要あるところ、当該取り組みを行っていない施設・事業所につ
いては基本分単価の減算を行うこととされ、令和8年7月から適用する。
・減算の適用は、報告期限から3か月経過し、経営情報の報告が行われていない場合や
誤りのある報告が含まれていることが判明し、都道府県または市町村が指摘を行ったに
もかかわらず概ね1か月以内に特段の事情なく適切に報告がなされない場合に、期限の
属する日の翌日から報告がなされる日の属する月までの間、算定を行うこととする。
（災害等については考慮する場合あり。）
・減算額は基本単価に５％乗じた額とする。
・令和７年度報告分が未報告の場合も令和８年７月請求分から減算適用




